
   姫路市上下水道局検査事務処理要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、姫路市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が締結

した請負工事（以下「工事」という。）及び工事に関する設計、測量又は調査業務

委託（以下「建設関連業務委託」という。）（以下これらを「工事等」という。）

につき、検査員が行う検査事務について、法令その他別に定めがあるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 検査員 姫路市上下水道局契約規程（令和４年姫路市上下水道局管理規程第７

号）第２条において例によることとされる姫路市契約規則（昭和６２年姫路市規

則２９号。以下「規則」という。）第４２条第２項に規定する検査員をいう。 

 ⑵ 指定検査員 検査員のうち、経営管理課以外の部、課等に所属する者であって

経営管理課と兼務又は併任していないものをいう。 

 ⑶ 兼務検査員 検査員のうち、経営管理課以外の課、室等に所属する者であって

経営管理課と兼務又は併任しているものをいう。 

 ⑷ 専任検査員 検査員のうち、経営管理課に所属している者をいう。 

 ⑸ 工事担当課 工事等の施工を主管する課等をいう。 

 ⑹ 工事担当課長 工事担当課の長及び主幹をいう。 

 ⑺ 工事担当部長 工事担当課の属する部等の長をいう。 

 ⑻ 工事担当局長 工事担当課の属する局等の長及び理事をいう。 

 （指定検査員及び兼務検査員の指名） 

第３条 上下水道局参事のうち管理者が指名する者（市長の事務部局において工事技

術検査室長の職を兼ねる者に限る。以下「工事技術検査室長」という。）は、工事

担当部長の申出により、工事担当課の工事等の検査を行うため、工事担当部長が所

管する課等の長又は主幹を指定検査員として指名することができる。 



２ 工事技術検査室長は、工事担当局長の申出により、工事担当課の工事等の検査を

行うため、工事担当部長を指定検査員として指名することができる。 

３ 工事技術検査室長は、専任検査員による検査が困難又は不適当な工事等の検査を

行うため、所属長の同意を得て、係長及び課長補佐級の技術職員を兼務検査員とし

て指名することができる。 

 （検査の区分） 

第４条 指定検査員（工事担当課長）は、規則第２７条第１号に規定する軽易な工事

等（以下「軽易な工事等」という。）の検査について、自ら所管する工事等の検査

を行うことができ、建設関連業務委託並びに契約金額が１，０００万円未満の工事

（軽易な工事等を除き、単価契約の工事を含む。）（以下「小規模工事」という。

）のうち、工事技術検査室長が指定する工事等の検査を行うものとする。また、指

定検査員（工事担当部長）は、建設関連業務委託、小規模工事及び軽易な工事等の

検査について、自ら所管する工事等の検査を行うことができる。 

２ 専任検査員は、指定検査員が行う検査の対象となる工事等以外の工事等（以下「

対象工事等」という。）の検査を行うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、建設関連業務委託、小規模工事、軽易な工事等その他

特に適当と認めた工事については、工事担当課長の確認をもって検査員による検査

とすることができる。 

４ 兼務検査員は、工事技術検査室長が対象工事等の検査の集中その他の理由により

専任検査員による検査が困難又は不適当と認めた場合において、建設関連業務委託

及び小規模工事のうち、工事技術検査室長が指定するものの検査を行うものとする

。 

５ 前項の規定にかかわらず、工事技術検査室長は、契約金額が１，０００万円以上

の工事（以下「標準工事」という。）の検査の集中その他の理由により専任検査員

による検査が特に困難又は不適当と認めたときは、兼務検査員に対象工事等の検査

をさせることができる。 

６ 工事技術検査室長は、標準工事の検査の集中その他の理由により専任検査員によ

る検査が特に困難又は不適当と認めたときは、指定検査員に対象工事等の検査をさ



せることができる。 

 （検査の種類及び時期） 

第５条 検査員の行う検査の種類及びその時期は、次のとおりとする。 

種類 
時期 

名称 内容 

完了検査 姫路市上下水道局が行う契約

に必要な様式に関する要綱（

令和４年４月１日制定）第２

条において例によることとさ

れる姫路市契約規則等に規定

する書類の様式に関する要綱

（昭和６２年６月２０日制定

。以下「様式要綱」という。）

第２条第７号アに規定する契

約書（以下「請負契約書」と

いう。）第３２条第２項（同

契約書第３９条第１項におい

て準用する場合を含む。）（

建設関連業務委託にあっては

、様式要綱第２条第７号ウに

規定する契約書第１４条第１

項）に基づく検査 

工事等が完了（一部完了を含む。

）したとき。 

出来高検査 請負契約書第３８条第４項に

基づく検査等部分払に必要な

検査 

工事が所定の工程に達し、請負

人から部分払いの請求があった

とき、又は工事の打切り、契約の

解除若しくは災害の発生等のた

め工事の既済部分に対して支払 



  をしようとするとき 

中間検査 工事の進捗状況及び施工技術

等工事の実態の把握並びに工

事成績の評定の参考とするた

め、工事施工中に検査員が臨

場して行う検査 

特別な事情により請負契約書第

３４条に基づく目的物の引渡し

前に部分使用が生じたとき、又

は完了検査時に検査ができない

部分があるとき。 

⑴ 基礎検査 杭打工、土工、石材工、コン

クリート工、路床工及び路盤

工等の基礎工事について行う

もの 

基礎工事施工中 

⑵ 埋設構造物検

査 

埋設構造物について行うもの 埋設構造物の完成後埋戻し前 

⑶ 型枠及び配筋

検査 

型枠及び鉄筋組立てについて

行うもの 

型枠及び鉄筋組立て施工がおお

むね完了したとき。 

⑷ 構造検査 工作物の構造について行うも

の 

木造、鉄骨造若しくは鉄筋コン

クリート造等の建て方が完了し

たとき又は鉄筋コンクリート若

しくは躯体コンクリートの打設

が完了したとき。 

⑸ 配管検査 隠ぺいされる配管について行

うもの 

配管がおおむね完了し、隠ぺい

されるまでの間 

⑹ その他検査 必要と認める事項について行

うもの 

必要の都度 

 （検査の方法及び処置） 

第６条 検査員は、検査を実施する前に、あらかじめ検査の対象となる工事等に係る

契約書、仕様書及び設計書、施工写真その他の関係書類（以下「契約書等」という

。）を熟知しておかなければならない。 

２ 検査員は、契約書等に基づき、必要に応じて、当該契約に係る請負人及び監督員



（規則第４２条第２項に規定する監督員をいう。）の立会いを求め、公正かつ的確

に検査を実施しなければならない。 

３ 検査員は、必要があると認めたときは、請負人に対し、検査目的物の一部の破壊

その他の措置を要求し、検査を実施するものとする。 

４ 検査員は、検査の結果、合格と認めたときは、工事担当課長に検査合格の通知を

しなければならない。ただし、工事担当課長が指定検査員として自ら所管する工事

等の検査を行う場合は、当該通知を省略することができる。 

５ 検査員は、検査の結果、契約書等と相違ある部分を認めたときは、工事技術検査

室長（指定検査員にあっては工事担当部長）に報告し、その指示を受け、完了・出

来高・中間検査手直し通知書により、期限を指定して補修、改造その他必要な処置

を取るよう工事担当課長に通知しなければならない。ただし、工事担当課長が指定

検査員として自ら所管する工事等の検査を行う場合は、当該通知を省略することが

できる。 

６ 工事担当課長は、前項の通知を受けたとき（工事担当課長が指定検査員として自

ら所管する工事等の検査を行う場合は、検査の結果、契約書等と相違ある部分を認

めたとき）は、請負人（建設関連業務委託にあっては、委託業者）に工事等の手直

しを命ずるものとする。 

７ 検査員は、工事担当課長から前項の手直しが完了し、手直し後の完了検査の依頼

があったときは、再検査を実施しなければならない。ただし、工事担当課長が指定

検査員として自ら所管する工事等の検査を行う場合は、当該依頼を省略することが

できる。 

 （検査依頼） 

第７条 工事担当課長は、第５条の表左欄の検査について同表右欄の時期に達したと

きは、その内容を確認し、検査員が当該工事等の検査に必要とする書類を添えて経

営管理課（指定検査員が建設関連業務委託、小規模工事及び軽易な工事等の検査を

行う場合については、工事担当部、標準工事の検査を行う場合については、工事担

当局）に検査の依頼をしなければならない。ただし、指定検査員（工事担当課長）

が自ら所管する工事等の検査を行う場合にあっては、当該依頼を省略することがで



きる。 

２ 検査の依頼は、当該確認をした日から７日以内にしなければならない。ただし、

建設関連業務委託にあっては５日以内にしなければならない。 

３ 前条第７項の規定による手直し後の完了検査の依頼は、完了検査手直し通知書に

指定した期限までにしなければならない。 

 （工事成績評定） 

第８条 検査員は、完了検査終了後、別に定める工事成績評定要領（以下「要領」と

いう。）により、工事等ごとにそれぞれの工事成績を厳正に評定しなければならな

い。ただし、軽易な工事等を除く。 

２ 検査員は、工事技術検査室長に前項の規定により評定した結果（以下「評定結果

」という。）を報告しなければならない。 

３ 工事技術検査室長は、評定結果に係る工事等の請負人及び委託業者からから評定

結果の照会（様式第１号）があったときは、速やかに工事等成績評定結果回答書（

様式第２号）により回答するものとする。 

４ 工事技術検査室長は、工事に係る評定結果を当該工事の請負人に通知するととも

に、市政情報センター及び市のホームページにおいて評定点合計及び評定を公表す

るものとする。 

 （評定結果の通知） 

第９条 評定結果の通知は、工事成績評定結果通知書（様式第３号。以下「通知書」

という。）を工事の請負人に郵送することにより実施する。 

２ 評定結果の通知は、原則として、工事の検査日の翌日から直近の四半期の末日ま

でに行うものとする。ただし、工事の検査日の翌日から直近の四半期の末日までの

期間が３０日未満のときは、直近の四半期の次の四半期の末日までに行うものとす

る。 

 （評定結果の修正） 

第１０条 管理者は、職権により、適時に評定結果を修正することができる。この場

合において、管理者は、前条に定めるところにより、速やかに修正後の評定結果を

工事の請負人に通知するものとする。 



 （通知書等の写しの交付） 

第１１条 前２条の規定により通知を受けた者は、管理者に対し、通知書又は要領に

基づく工事成績評定表（以下これらを「通知書等」という。）の写しの交付を求め

ることができる。 

２ 通知書等の写しの交付を求めようとするものは、工事技術検査室長に工事成績評

定結果通知書等の写し交付申請書（様式第４号）を提出しなければならない。 

３ 管理者は、当該通知書等が交付された日の属する年度の翌年度から起算して３年

度に限り、通知書等の写しの交付を行うことができる。 

 （意見の申出） 

第１２条 第９条及び第１０条の規定により通知を受けた者は、管理者に対し、評定

結果について意見を申し出ることができる。 

２ 前項に定める意見の申出をしようとする者（以下「申出人」という。）は、当該

通知を受けた日から起算して１４日以内に、工事技術検査室長に工事成績評定結果

（再）意見申出書（様式第５号）を提出しなければならない。 

３ 管理者は、前項に規定する申出書が提出されたときは、工事成績評定結果意見申

出回答書（様式第６号。以下「回答書」という。）により回答する。 

 （再意見の申出） 

第１３条 回答書の交付を受けた申出人は、管理者に対し、評定結果について、１回

に限り、再意見の申出をすることができる。 

２ 前項の申出の手続については、前条第２項の規定を準用する。この場合において

、「当該通知書」とあるのは「当該回答書」と読み替えるものとする。 

３ 管理者は、第１項の規定による再意見の申出があったときは、再意見申出に対す

る回答書（様式第７号）により回答する。 

 （委員会の設置） 

第１４条 前条の規定による申出に適切に対応するため、姫路市上下水道局工事成績

評定結果委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （委員会の事務） 

第１５条 委員会は、工事成績評定結果について工事の請負人から再意見の申し出が



あったときに、工事技術検査室長の要請に応じて当該工事成績評定結果及び当該意

見について検討し、その結果を工事技術検査室長に対し回答するものとする。 

２ 委員長は、検討事項の内容が軽易であると認められるものについては、持回りに

より検討することができる。 

 （委員会の組織） 

第１６条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は水道部長を、副委員長は下水道部長を、委員は、水道整備課長、浄水課

長、下水道整備課長及び下水道管理センター長をもって充てる。 

３ 委員長に事故があるとき、委員長が欠けたとき、又は委員長が次項の規定により

委員会に出席できないときは、副委員長がその職務を代行する。 

４ 委員長、副委員長及び委員は、その所属に係る案件が議題となる委員会には出席

することはできない。 

５ 委員会は、必要に応じて、工事成績を評定した者の意見を聴取することができる

。 

 （委員会の招集） 

第１７条 委員会は、工事技術検査室長の要請に応じて委員長が招集する。 

 （委員会の庶務） 

第１８条 委員会の庶務は、経営管理課において処理する。 

 （報告等） 

第１９条 専任検査員は、毎月１０日までに前月中の検査の実施状況を、工事技術検

査室長に報告しなければならない。 

２ 検査員は、検査を行ったときは、工事技術検査室長（指定検査員（工事担当課長

）が建設関連業務委託、小規模工事及び軽易な工事等の検査を行う場合については

工事担当部長、指定検査員（工事担当課長）が標準工事の検査を行う場合について

は工事担当局長、指定検査員（工事担当部長）が工事等の検査を行う場合について

は工事担当局長）に報告するとともに、その結果を工事担当課長に通知するものと

する。ただし、工事担当課長が指定検査員として自らの所管する工事等の検査を行

う場合は、当該通知を省略することができる。 



 （補則） 

第２０条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 


